　特別支援学校高等部消費者教育副読本「おっと！落とし穴」　ワークシート（解答例）
　　年　　組　　氏名　　　　　　　　

1. 成年になるとどのようなことができるようになると思いますか。
	・携帯電話の契約を結ぶことができる
・一人暮らしのためのアパート等を借りることができる
・ローンを組んで車を買うことができる
・クレジットカードを作ることができる
・消費者金融でお金を借りることができる



2. ２０歳にならないとできないことは、何でしたか。
	飲酒ができない
喫煙ができない
競馬、競輪、オートレース、競艇などの公営ギャンブルなどができない



3. クーリング・オフの書き方を練習してみよう。
（例）　テキストのＰ．７の例にあるように６万円の化粧品セットを買う。
　　　　このような高価なものをしつこく勧められて買ってしまったけれど、家に持ち帰り、冷静になるといらないと思った。どうすればよいかをノートに書き、その後どうすれば良いかを考えてみよう。
　　　高校生向け「おっと！落とし穴」のP.14を見ると、この場合は、「特定商取引法の訪問販売」のキャッチセールスにあたる。したがって、８日間のクーリング・オフ制度が適用できる。

これからクーリング・オフの仕方を一緒に行おう。　　　　
どんな取引だったか。
契約年月日　令和８年５月１０日
　　　　商品名　　　ビューティ化粧品セット　
金額　　　　￥６０，０００－
　　　　販売業者　　Ｈｅａｌｔｈ商事株式会社　
　　　　　　　　　　岐阜支店　
　　　　　　　　担当：御真果　史太郎
販売業者への通知通知

　　　　　　　　　 

はがきによる場合は、表面に　事業所住所（相手の住所）
　　　　　　　　　　　　　　事業者名
　　　　　　　　　　　　　　代表者名　を書く。
　　　　　　　　　　裏面に　契約解除通知書　と明記する。
　　　　　　　　　　　　　　契約年月日
　　　　　　　　　　　　　　商品名
　　　　　　　　　　　　　　契約金額
　　　　　　　　　　　　　　販売者
　　　　　　　　　　　　　　支社名
　　　　　　　　　　　　　　担当者名

❷上記の条件で具体的に書いてみよう。
裏面の例
	　　　　　　　　契約解除通知書
契約年月日　　令和８年５月１０日
商品名　　　　ビューティ化粧品セット
契約金額　　　６０，０００円
販売業者　　　Ｈｅａｌｔｈ株式会社
　　　　　　　営業所　岐阜支店　
　　　　　　　担当　　御真果　史太郎　

　上記契約を解除します。

支払済みの６０，０００円を返金し、商品をお引き取りください。

通知を出した年月日　　令和８年５月１６日
自分の住所　　　　　　岐阜市薮田南2-1-1
氏名　　　　　　　　　薮田　玲子











クレジット会社への通知

	販売解除通知書
契約年月日　　令和８年５月１０日
商品名　　　　ビューティ化粧品
契約金額　　　６０，０００円
販売業者　　　Ｈｅａｌｔｈ商事株式会社
　　　　　　　営業所　岐阜支店
　　　　　　　担当者　御真果　史太郎

　上記契約を解除します。
通知を出した年月日　令和８年５月１６日
自自分の住所　　　　岐阜市薮田南2-1-1
氏名　　　　　　　　薮田　玲子



















